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子どもの権利集約
ネ ッ トワ ー ク

障害者権利条約の批准に向けて

2 0 0 7 年 9 月 2 8 日、日本は障害のある人の権利 に関する

条約 （障害者権利条約）への署名を行な った。これ によ り、

将来的な批准に向けて国内法の検討を進めること、批准前の

段階でも条約の趣旨に反する行為は行なわないことを宣言 し

たことになり、評価できる （ただし、障害者権利委員会への

個人通報手続等について定めた選択議定書には署名 しておら

ず、さ らに働き かけ を要 す る）。

この条約は、教育・福祉の分野に留まらず、健常者中心の

日本の社会のあ り方そのもの に大きな転換 を迫 る条約であ

る。条約の実施にかかわる国内法・政策・実施体制 について、

とくに障害者差別禁止法の制定を念頭に置きながら、十分な

検討を進 める ことが求 め られ る。

外務省仮駅の問題点

今後の検討は主として外務省仮訳にもとづいて進め られて

い くこ とにな ると思 われ るが 、 この訳 にはき わめ て問題 が多

い。川島聡・長瀬修 による2 0 0 7 年 3 月 2 9 日付仮訳も参照

しつつ、まずは条約の日本語訳について正確を期すことが必

要である。「児童」「女子」「相当な （生活水準）」といった従

来か らの不適切な訳語 を踏襲 している問題はと りあえず措

き、それ以外の重要な問題を2 点に分けて指摘 しておく。

平 野 裕 二（A R C代表）

（ 1）条約のキーワー ドに適切な訳語があてられていない

そもそも 「障害のある人」（p e rso n s with disabilities）

を一 貫 して 「障 害 者 」 と して い るの は 、 こ れ がd is a b le d

p e rso n s等 とは区別 して採 用 された 文言 である こ とを踏ま え

れば、ふさわ しくない。6 ～ 7 条では「障害のある女性 （児

童）」 とい う訳 語 を用 い て い るの であ り、 同様 に 「障害 のあ

る人 」 とすべ きでi転る。

また 、「イ ンクル ージ ョンJ （in c lu s io n ） は 「（社会 に）受

け入れ られ る こと」 な どと訳 され てい る。 これ では 、障害の

有無 にか か わ らず すべ て の人 々 が とも に生 き てい け るよ う、

社会の あ り方 を根本 か ら見直 してい かな ければ な らない とい

うニ ュア ンス が、 十分 に伝 わ らな い。「イ ン クルー シブな 教

育制度」を 「障害者を包容する教育制度」と限定的に訳 して

いる （2 4 条 1 項 ） の も 、明 らか な 誤 りと言 え よ う。 他 方 、

2 4 条 （教育）などで用いられている′「包容（される／する）」

とい う訳 は、 上述 の よ うな イ ンクル ー ジ ョン概 念 を前提 とす

る旨が明 確 にされ るの であ れ ば、採 用を検 討 して もよい と思

われ る。

ま た 、「ア ク セ シ ブル 」（a c c e s s ib le ） は多 くの 箇所 で

「利用 可能 な」「利用 する こ とがで きる こと」 な どと訳 されて

いる。a Va ila b le （利用可能・入手可能） との区別を踏まえ、
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「 アクセ ス」 と い う語 に含 ま れる 積極 的 な ニ ュア ン スを 活 か

すた め にも、「ア クセ ス可能 な」「ア クセ スで きる こと」 な ど

とすべきであろう。現に 3 0 条 （文化的な生活等）では 「ア

クセスを享受する」などの訳が用いられている。また、一般

適用条項でa c c e s s ib ＝ty を「施設及びサービスの利用を可

能にすること」（3 条（f））、「施設及びサー ビスの利用可能性」

（ 9 条 ） と訳 して いるの はあ ま りにも限 定的 であ り、不適 切 で

ある。

「 差別の禁止」（n o n－d is c rim in a tio n）も条約の重要な原則

のひとつだが、外務省仮訳は 「差別されないこと」と してい

る（3 条（b ）・ 5 条）。あ た か も他 人事 の よ うで あ り、 この 国

際法上の大原則について政府・国会・裁判所が法的な責任を

負っていることが明確ではない。一般に 「非差別」と訳され

ることが多 いが 、や は り 「差 別の 禁止 」が も っと もふ さわ し

いだろ う。

障 害の あ る女 性 の 「エ ンパ ワー メ ン ト」 につ い て、「自律

的な意思決定力」 としている箇所 （6 条 2 項）も疑問が残る。

「 地位 向上」（ミ レニア ム開 発 目標 の外 務省 訳） よ りはま しだ

が、ユネスコ等が社会変革に連なる概念として これを用いて

いる こ と を 踏 ま え れ ば 、 再 考 が 求 め られ よ う 。 1 6 条 （暴

力・虐待等か らの自由）等で「ジェンダー」を 「性別」と訳

している のも 、 ジェ ンダー概 念 の発 展を 踏ま えれ ば適切 とは

思わ れな い。「ユニバ ーサル デザ イ ン」「リハ ビリテー シ ョン」

「 プ ライ バ シー 」等 と同様 、 原語 をカ タカ ナ で表 記 す る こと

が適切 な場 合 にはそ うするべ き であろ う。

（ 2 ）明らかな誤訳・不適切な訳が少なくない

条約では一般原則のひとつに「差異の尊重、並びに人間の

多様性及び人間性の一部としての障害の受容」が挙げられて

いるが （3 条（d））、外務省訳ではこれが 「人 間の多様性及び

人間性の一部と して、障害者の差異を尊重 し、及び障害者を

受け入 れる こと」 とさ れ てい る。 ここで 尊重 され るべ きな の

は障害の有無・程度を含む「差異」そのものであ り、いわば

「 みんなちがって みんないい」（金子みすず）の精神が宣明

されているのである。仏語正文を見て も、「障害者の差異」

の尊重に限定する外務省仮訳は正確とは言えない。

ま た、「イ ンテ ク リテ イ」（in t e g rit y） を 「健 全 で あ る こ

と」 と訳 して い るの は、苦 し紛 れ にもほ どが あ ると言 え よ う

（ 1 7 条）。身体の 自由・安全 （ 1 4 条 ）、拷問等か らの 自由

（ 15 条）、暴力・虐待等からの 自由 （1 6 条）に続 く規定であ

ること、起草過程では強制的治療・施設収容からの保護も盛

りこまれていたことなどを踏まえれば、「不可侵性」が適切

と思われる。中国語正文の 「完整性」をそのまま用いたほう

がまだま しであろ う。人種差別撤廃条約では、d e c e ntの訳

語として従来の 「門地」ではなく中国語正文の 「世系」を採

用した例 もある 。

Iive assistanceを「生活支援」としているのも明らかな

誤訳である （2 0 条（b）等）。仏語正文を見れば、これが 「人

文は動物による支援」であることは明 らかにな る。「物理的

環境」（p h ys ic a I e n viro n m e n t）を「自然環境」（9 条 1項）

として いるの も明 らかな誤訳 で ある。

＝v in g 8 rra n g e m e n tを 「居住施設」 としている （ 1 9 条

醒
・ 2 2 条 1項等）のも、これが自立生活等の概念も含めた
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ものであることを踏まえれば不適切で、「居住様式」などと

するべ きであ ろう。「負担可能な （a ffo rd a b le ）費用」を

「安当な費用」（2 0 条等）と している点も、すべての障害者

が必要なサー ビスを無理なく利用できなければならないとい

う意味合 いが捨象 され 、問題が大 きい。「一般教 育制度」

（g e n e「a l e d u c a tio n system）を「教育制度一般」として

いる （2 4 条 2 項）のも、隔離・分離 された環境ではな く

「一般」の制度のもとで学習権が保障されなければな らない

とい う条約 の趣 旨を踏 まえ 、問題 であ る。

訳 し漏 れ も散見 され る 。「親子 関係 」（2 3 条 1 項） は

P a re nth o o d and relationshipsで、「親子関係その他の人

間関係」などとすべきである。「子の後見、養子縁組」（2 3

条2 項） とされて いる箇所で は実 際に はg u a rd ia n s h ip ．

W a「d s h ip ，t「u Ste e S h ip ，a d o ptio n と4 つの制度が挙げ られ

てお り、訳 し分 けが 必要 であ ろ う。 ま た、「ハ ビ リテ ー シ ョ

ン お よ び リハ ビ リテ ー シ ョ ン」 が －二貫 して 「 リハ ビ リテ ー シ

ョン」 とされて いる （2 6 条 ）の は、 きわめ て不可解 であ る。

批准に備えた実施体制の整備

なお、条約では実施のための中心的機関の指定、調整機関

の設置 の検討 な ど実 施体制の 整備 が義務づ け られて いる

（3 3 条）。また、障害者 にかかわる意思決定過程への障害

児・ 者 団体 の積 極的 な参 カロを保 障 する こ とも求め られて いる

（4 条 3 項・3 3 条3 項等）。

その意味では、条約の日本語訳の検討段階から障害児・者団

体の積極的な関与を得て、訳の見直 しを進めることが必要とさ

れよ・う。また、障害児 関連の法律・政 策の検討 して いくさいに

は、「障害のある子どもの権利」に関する国連・子どもの権利

委員会 の一 般 的意 見9 号、 ユ ニセ フ・ イ ノチ エン テ ィ研 究所

r障害の ある子 どもの権利 の促進 』（In n o c e n t i D ig e s t

N o ．1 3 ：P「O m O tin g  t h e  R i g h t s  o f  C h i l d 「 e n  w i t h

D is a b ilitie s 、2 0 0 7 年 10 月） 等 も参 照 する こ とが求 め ら

れる。拙速を避けつつ、 しか し早期の批准に向けた議論が必

要である 。

◆障害者権利条約の外務省仮訳は

http：／／W W W ．m Ofa．g o ．jp／m ofa j／g a iko／t「e a ty／Sh o m e i

3 2 ．htm lを、川島・長瀬仮訳は

http ：／／w w w ，n O「m a n e t．ne ．jp／‾jd f／S h i「yo ／C O n V e ntio n

／2 9 M a rc h 2 0 0 7 C R P D tra n s la tio n．htm lを参照。



1 8歳成人・選挙権 2 0 10年までに法案提出

一関係年齢全般の議論と政治教育の充実を－

国民投票法成立で検討開始

今年5 月に成立・公布された国民投票法 （日本国憲法の改

正手続に関する法律）は、第3 条で 「日本国民で年齢満十八

年以上の者は、国民投票の投票権を有する」 と定め、附則第

3 条で本格施行される3 年後 （2 0 1 0 年 5 月）まで に「年齢

満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することが

できる こと等 となる よ う、選挙 権 を有 する者 の 年齢 を定 め る

公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定につ

いて検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」と規定 して

います 。

そこで内閣に各府省の事務次官 らで構成される 「年齢条項

の見直 しに関する検討委鼻会」（委員長・二橋正弘官房副長

官）が公布と同時に設置され、直後に第 1回会合が行われま

した。会合では （ 1）関係法令の間で対応やスケジュールに

髄鹿が生 じないよう関係府省間で十分連絡調整する、（2 ）各

府省が検討対象法令の確定や必要な手順、スケジュール等を

詰め るこ とが確認 され ま した。

その後、参議院選挙や安倍内閣退陣などをはさみ具体的な

動きは見えていませんで したが、第 2 国会合が 1 1 月に行わ

れ、各府省が検討対象とする3 0 8 法令（19 1法律、4 0 政令、

7 7 府省令）を確認。法令を所管する府省ごとに検討会など

で検討をすすめ、∠必要 に応 じて検討委員会と同幹事会 （官房

長らで構成）で連絡調整 して、2 0 0 9 年秋の臨時国会または

2 0 1 0 年 の通 常 国 会 に 関連 法 案 を 提 出 する こ とを 決 め ま し

た。

法令は3 つに大別

R ig hts はこの 状況 を 受 けて 1 1 月 9 日に連 結調 整 を担 当す

る内閣 官房職員 か ら説明 を受 けま した。そ れ による と3 0 8 法

令は （1）民法の 「成年」に連動するもの （「成年」「成年者」

を規定する国税徴収法や宅地建物取引業法など、逆に 「未成

年者」を規定する公認会計士法や競馬法など、法の趣旨から

成人との連動がふさわ しいもの）、（2 ）公職選挙法の選挙権

年齢に連動するもの （「選挙権を有する者」を規定する裁判

員法や地方教育行政法など、法の趣 旨から選挙権との連動が

ふさわしいもの）、（3 ）民法や公選法 と直接関係なく定めら

れるもの （少年法・未成年者喫煙禁止法・未成年者飲酒禁止

法・性同一性障害特例法な ど）に大別され、（り と （2 ）が

全体の 8 割程度を占めています。

菅 源 太 郎（Rights代表理事）

今後の課題

私 はこの動 き につい て次の よ うな課題 があ る と考 えます 。

第 1に今回の検討対象は満2 0 歳および成人を基準とする法

令に限定され、 1 4 歳 （刑法の刑事責任年齢な ど）・ 1 5 歳

（労働基準法の児童の使用禁止）・ 1 6 歳 （民法の女性婚姻可

能年齢・道路交通法の普通二輪免許など）・ 1 8 歳 （民法の男

性婚姻可能年齢・労働基準法の深夜業の禁止な ど）・2 5 歳

（公職選挙法の被選挙権など）といった他の年齢を基準とす

る法令は直接の対象になっていません。民法制定（18 9 6年）

以来初の成人年齢引き下げや少年法に議論が及ぶことから、

条約を踏まえた子どもから大人への年齢に応 じた権利保障の

観点 で関係 年齢全 般 を対象 にすべ きで しょう。

第 2 に こ う した検 討 は 関 係官 庁 だ けで な く対 象 と な る 10

代・ 2 0 代 を は じめ市 民 と情 報共 有 して広 く議論 す る ことが

求め られます。法改正には与野党の合意が不可欠なので国会

や各 政党 が特 別委 員会 や プロ ジ 工ク トチ ーム とい った議論 の

場を設 けて世論を喚起 することが重要です。総務省 （公選

法・国民投票法所管）と法務省 （民法・少年法所管）をよる

検討 の行 方 を注視 しな が ら、 こう した働 きか けを強 めて いき

ます 。

第3 に早ければ2 0 1 0 年の参議院選挙で選挙権が保障され

る可能性のある今の中学生世代にむけた実践的な政治教育の

充実です。中学校・高校の教員、研究者、N P O など多くの

関係者 が連 携 して教 材 やカ リキ ュラ ムを つ くるこ とが急 がれ

ます。

子どもの権利条約 第 9 0号・ 2007 年 12 月 15 日号
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誉寒さに色増す鮮やかな紅葉が湖面 に映る 1 1月 1 7 日・ 18 日の両 目、長野県諏訪市文化センター・諏訪市公民館で、「子 書
It

；どもの権 利条約 フォーラ ム in ながの ～僕 らにだ って 、言いた い ことがあ る」 が賑 やか に開催 されま した。子 ども とお とな …
l l

ミが手作 りで 創 った フ ォー ラ ム には、長 野県 だ けで はな く全 国 か らの ベ 6 5 0 名 に もの ぽる参 加 があ りま した 。初 日 は迫力 あ ；
l  l

l l

…る太穀 演奏 と子 ども たちの ミ ュー ジカル がオ ー プニ ン クをか ざ り、シ ンポ ジウム を中心 に全体会 が ホール で 行わ れま した0 ；
l l

：二 日目は、 1 4 の 分科会 で様 々な 人 たち との 有意義 な語 らいと学 び合 いが 繰 り広 げ られ 、最後 の 全体会 は 、 この フ ォー ラム ；

毒の テー マ 「僕 らにだ って 、言 いたい こ とがある」 の集 大成 とな りま した。 …

L ＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿ ＿－ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿－ ●I ＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿－＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿● ＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿一 ＿＿＿ ＿＿ ●＿＿ ＿＿ ＿■● －－ ＿＿－ ■－一 一＿ －」

l ■■■l－ ラム ー 子 ども実行委員会 レポー ト

子ども実行委員会は、 5 月の発足か ら今まで、みんなで悩

み、笑 い あいな が ら進め て られて きま した 。 フ ォー ラム 当 日

は、全国の皆さんと共に、それぞれの想いを本音で語り合い

ました。 当 日までの 様子 や感 想 を子 ども実 行委 員会 か ら報告

します。（サ ポーター・ 藤原 ）

〔 夏の合宿〕

私 は 、合宿 の感 想を かき ます 。合宿 は 、お昼 か ら始 ま りま

した。 お昼 は、最 初 にスー パー にか い にいき ま した。 お昼 ご

飯と、 夕飯 と、 朝 ご飯 と、 お昼 ご飯 を かい ま した 。 1 日 目の

お昼 ご飯 は 、お弁 当を食 べ ま した。 計画 を して、 私は 、 ポス

ターの絵 を書 いた け ど、つ かわ れま せん で した。 そ して 、夕

飯は、 カ レー で した。 おい しか った です 。そ の次 の 日は 、パ

ンをや いた りい ろい ろやい てた べ ま した 。そ して、 お昼 ご飯

は、流 しそ うめん を して食 べ ま した 。 おい しか った です 。最

後に は、す いか わ りを して わ ったの を たべ ま した。 おい しか

ったです 。合宿 はサ イコ ウで した 。（小4 ・ 宮下 ）

〔第 1分科会〕

虹
＼じめ につい て掲示 板 に寄 せ られた コメ ン トを紹介 しなが

子 どもの権利条約 第 90 号・ 2 007 年 12 月 15 日号

らみん なで話 し合 い

ました。全 匡け〕ヽら集

つた 同世代 の リアル

な意見がいっぱい出

て，め っち や刺激 が

多い 時 間 で した ？。

意見の中で先生の対

応について，学校 ・

社会への不満や要求なども出た。いじめにあ って辛い思いを

している 子が い ます。 学校 に行 きた くな い子 がい ます。 誰で

もみんな悩みを持 ってる。もっと子どもの話を聞いて下さい。

（高 1・中沢）

〔 第2分科会〕

ウチ は分 科 会 の 準 備 の 時 、先 生 に対 して 「ウザ イ 」 と か

「 ム カ ッ ク」 って 言 って る だ けだ った 。 でも 、 言 つて る内 に

「 先生もウチ等の コ ト考えてるんだな」 って思えた。分科会

当日も色んな考えの人がいて、すごい勉強になった。分科会

で自分 の コ トが 言え て気 持ち 的 にも楽 にな った 。 フ ォー ラム

後の学校は、先生と何かあっても自分が悪かったら悪いって

思え る よ うにな った し、「先生 も色 々 ある ん だな」 って冷 静



に見れ る よう にな っ

た。この分科会で自

分はす ご く成長 した

と思 う （笑 ）色 んな

考え を知 るコ トもで

きた し最 高 だ った ／／

（ 高 1・平出）

〔フ ィナー レ 「僕 らにだ って青いたい ことがある」〕

世の 中 や大 人 に対 して言 い た い こと を持 ってい る子 ども に 、

それ をみん なの 前 で発表 しても らうとい う企 画で した 。な か

なか会場からの発言かでないなか、い じめられた経験のある

人が一 人 ステー ジ に上 って きて話 して くれ ま した 。 とて も勇

気が いる こ とだと思 った し、凄 く！重しか った です 。私 も以 前

から大 人 に伝 えた か った 「子 ど もか らい じめ や悩 みな ど につ

いて 打ち 明け られた 時 に、解 決 を急 ぐにで はな くま ず話 をよ

く聞 いて ほ しい」 とい う ことを話 しま した。 大勢 の前 で 自分

の意 見を言 え た ことは 自信 につ なが った し、自分 の意 見 に共

感して くれ る人 がいた こと はとて も嬉 しくて 、感動 しま した 。

（高 1・祥子）

〔ぽくが、実行委鼻会のお茶会で感 じた事。〕

・みなの実感がほっとんど無かった事。

・ や た らと寒 い ギ ャグが出た 事。

、 、ヽ

・（なんとなく）他人 についての理解が深まった事。

・今の教育について考える事が出来た事。

・ひたすら宮沢さん（サポーター）が、すべっていた事。

・みなの記憶力が少々下がった事。

・ おい しい クラ ッカー と紅茶 が 、あ った事 。（高 1 ・ 宮坂 ）

「僕 らにだ って 言 い たい ことが あ る」 の テー マ の とお り、

実行委 員の 子 ども たち か らは大 人が 思わ ずハ ツとする よ うな

声か数 多 く出 され ま した。私 は ミヤ ザ ワ発言 ＝諏訪 の冬 よ り

寒い発言で対抗 しました（笑）。（サポーター・宮沢）

最後に第一分科会で使われた掲示板 に、みなさんの書き込

みをお願いしたいと思います。また、子ども実行委異会のブ

ログも見 てみ て下 さい ／／ U R  Lは下のとおりです。

■掲示板

店＼み コミ ュニ テ ィーー投 稿広 場一学 校 …イ ジメにつ いて

タイ トル … 「い じめ」 につ いて意 見 を聞かせ て ！l

投稿者…子ども実行委鼻会，

http ：／／W W W ．fu m i2 3 ．c o m ／to／

■子ども実行委員会ブログ

上記の掲示板一N o ．2 、N o．1 5 のU R L

子どもの権利条約フォーラムinながの一子ども実行委員会

h t tp ：／／m a g 10 g ．jp／P O「8 1is ／

「 こん な まち にすみた い」

一 茅野市 C H U K O らん どチノチノを創 った子 どもとおとな

半 田 裕 （信州大学・チノチノ初代運営委員長）

今 回の シ ンポ ジウム でC H U K O らん どチ ノチ ノにつ いて 当

時を振 り返 って話 す中 で感 じた ことを書 きた い と思 い ます。

この チ ノチ ノ建 設 の中 心 とな ったの は中学 生 と 高校 生 2 7

人の こども建設委員会でした。本当に子どもたちが主体とな

り、第一 回 目の会 議か ら大 人た ち に 「話 しづ らいか ら出て 行

つて欲 しい」 との わが ま まを言 って のス ター ト。 会議 の場 に

いる大人 はサ ポー トして くれる 設計 士の み で、そ の 中で僕 た

ちは希望 を とこ とん出 し合 い ま した 。決 ま って いるの は スペ

ースだけ、何を作るのか、どんな配置にするのか、すべて自

分たち で考え る ことが でき ま した 。自分 たち の居 場所 を 自分

たちでつ くる、 これ はとて も楽 しい ことで した。

半年の間建設委員会と しての会議を重ね、完成させた設計

図を持って市長に提言。そこで市長から「運営も自分たちで

やってみ な いか」 との 一言 。も ち ろん こ こまで 関わ って きて

断る理 由なん てな に もあ りませ ん 。こ う して僕た ちの チ ノチ

ノは建設 が始 ま り、 同時 に僕た ち は利用 規約 を考 え るため に

また集 まる こと にな りま した。 しか し、利用 規約 づ く りは 自

分たちの 好 きな ものだ け詰 め込 む ことで 完成 す る設計 と く ら

べると大変な作業 でした。自分 たちの使いやすい施設 にし、

また大人たちの信頼

も得なければならな

い・ ・考えなけれ

ばな らな い こと はた

くさ ん あ り ま した 。

そのため に子ども運

営委委員会、そ して

大人 ともた くさん の

意見を 交換 しま した 。 また、 チ ノチ ノ建 設 に対 して誰 もが賛

成して いた わ けで はな く 「そ んな不 良 のた ま り場 作 って どう

するん だ 」「学校 に行 かな くな る の では」 とい った心 配 も地

域か らあ が っ て いる と大 人 サ ポー ト委 員 か ら聞か さ れ ま し

た。サ ポー トして くれる大 人 たち は 自分 た ちを決 して 子 ども

扱い しなか った し、 この よ うに建前 で はな く本音 を語 って く

れま した。 だか らこそ僕 たち も大人 た ちを納 得さ せる ため に

必死 に話 し合 うこ とがで きた のだ と思 いま す。 き っと子 ども

たちが中心でな く、僕たちの意見が参考程度に しかな らない

ような会 議 だ った ら僕た ち はこ こまで の責任 を感 じるこ とは

なか った と思 います 。

子どもの権利条約 案 90 号・ 2 007 年 12 月 15 日号

』



今回のシンポジウムでは「子ども権利条約フォーラムなの

にパ ネ リス トに大人 しか いな くて 残念 だ った」 とい う意 見が

ありま した 。僕 も ー子 どもた ちが や りたい のな ら一 子 どもた

ち自身 の参 加 によ るパネ ルデ イスカ ッシ ョンが あれ ば とて も

よか った と思い ます 。た だ 、よ くあ る 「子 ど も0 0 」 とい っ

たイベ ン トに は、「そ こ には主 体 で あ る子 ども た ちが 参 加す

べきだ」と大人は考え、子どもたちを参加させることに集中

して しまい 、そ こ に子 どもた ちの やる 気や 意志 があ る かど う

かを 、 とい うよ りはや りた くない 、仕 方な いか ら参 加 して い

るとい う彼 らの 気持 ち を見逃 しが ち になる ことがあ る と思 い

ます。僕たちが大変だったチ ノチノの建設、運営を続けるこ

とが できた の はタ ンス やバ ン ドな どの 理由 の違 い はあ って も

単純 に 「や りた い」 とい う気持 ち があ った か らです 。大 切な

のは子 どもたち が 自分の 気持 ち通 りの 行動 を とれ るか ど うか

だと思います。「子どもたちのための企画だか ら、君たちが

やって ご らん」 とい う時 に 「意 見 を表 明 、表 現 して もい い」

とい う権 利で はな く、ま るで 「表明 、 表現 しな けれ ばな らな

い」 とい う義 務で あ るかの よ うにな らない よ うに注 意 しな け

ればな らな いな と感 じま した。

また、当時はあまり気がつかなかったのですが、大人たち

のサ ポー トは本当 に大 き か った の だな と思 い ま した 。当 時の

自分 たち は本 当 に 自分 達 が中心 で動 い てい る と感 じてい ま し

た。 そ して この よ うに大人 たち が僕 た ち には気 がつ かな いよ

うにサ ポー トを して いた こ とは僕 たち がや る気 を出 すた めに

効果的だ ったのだと思います。大人か らあれこれ言われてや

るの で はな く、 自分 たちで や って いる んだ とい う ことを感 じ

ることが できる方 が やる気 を出 して活 動で きる と思い ます。

今 回の フ ォー ラム を通 して 、子 ども たち には 自分た ち のや

りた い こと 、思 いを どん どん周 りに発 信 してい いんだ と い う

ことを感 じ、大人 た ちに はそ の子 ども たちの 主体 性 を保証 し

なが らど うサ ポ ー トして行 った らいい のか とい う ことが伝 わ

つて いれ ばと思 いま す。

芋幹 市 亡H U k O 与ん ピ事 ノ事 ノ（中高生広場）

茅野市では、市民と行政が宇を取 りあ って、子育て・子育ちを応援・支援 していくための 「どんぐりプラン（茅野

市子 ども・家 庭応 援計 画）」 を推進 してい る。「C H U K O らん どチノ チ ノ」 は 、その 計画 にも とづ き、平 成 1 3 年よ り、

中高校生で構成された 「子ども建設委員会」が、設計に関わ り、平成 14 年4 月 にオープンした。施設は、茅野駅か ら

直結 したビル内にある。多目的ひろば・食堂・学習室・タンス練習室・音楽室 （2 室・編集室）・ クラフ トルーム・会

議室か らな り、広 々 と した 空 間 とな って い る。音 楽室 に はバ ン ド機材 が 充実 して いる 。ダ ンス練 習室 は 、鏡 を備え た

フロー リングで 、通路 側 か ら中が見 えな い よ うに との 子 どもの 意見 か ら、す りガ ラス の壁 にな って いる 。が 、一部 透

明ガ ラスな のは 、お とな側 か らの 申 し出を若 干取 り入 れた 形 との こと。 シ ャワー室 が ある のも 、汗 をか いた後 さ っぱ

りした い とい う理 由 か ら。 このよ うに 、子 ども が 自分 た ちの必 要 とす る場所 を一 つひ とつ 考え 、検 討 しなが ら、設 計

がされ、ルールも自分たちで創 っていった。

オ ー プン後 も 、毎年 度 1 0 名 程度 が 運営 委員 と な り、 自分 たちの 居場 所 を創 り、運 営 してい る 。お とな のサ ポー ト

委員会は、子どもたちからの声かけによってのみ動く。年度毎の利用登録者数は8 0 0 名程度。一日平均4 0 ～5 0 名が

出入 りしてい る。施 設内 は 、中高校 生世 代 しか 入れ ず、 ゆ つた りと くつろ いだ り、 自分の や りたい こ とを仲 間 ととも

に熱中 してやっている。また、高校中退や無職の子どもたちにも利用されている。

オ ープ ンか ら6 年。 中高校 生の 間 には 口コミで 広が り、定着 して きてい る。 しか し、 おとなへ の理解 は まだ まだで 、

本音では「行 ってほしくない」学校教職員もいるようだ。担当者・職員は、子どもたちが経験 し、育つことの意義を

おとな に理解 しても らえ る よ うに、 学校 や地 域 との 連携 を はか り、 また O B たち が良 い形 で つな が りなが ら、チ ノチ

ノが 継続 して い くこ とを 目指 してい る。 そ して 、 この チ ノチノ に集 って くる子 ども たちが 、 自分 ら しく、 自分 た ちで

決め て実行 して いけ るよ う、見守 り、支 援 してい る。

（編集部 取材協力 ：茅野市学習企画課担当者・チノチノ職員）

』ゝ
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A みんなちがうんだね

－ しょ うが い の あ る子 ども と地 域 で く らす

この街福祉会は先】的障害児 （者）の適所授産、居宅介護支

援、行動援護、デイサービス等々のサービス提供を行ってい

る福祉団体です。障害のある人もない人も全ての人々が地域

で支え合 いな が ら、豊 か で楽 しい生 活 を送 る ことを 保障 され

る地 域づ く りを目指 してお りま す。

第5 分科会は、大学生・専門学校生6 名、養護学校関係者7

名、福祉施設関係者6 名、議員・行政関係者3 名、保護者一

般6名の計 2 8 名。多岐の分野より出席いただきま して大変嬉

しく思い ます。

知 的障 害児 の支 援サ ポー ト、就労 に係 わ る レポー ト報告 よ

り現状認識、支え合 う方法の示唆があったように受け止めら

れた ので はと思 います 。

「 この街支援センター・ぽっけのおうち」の担当者よ りの

報告 レポー ト

知 的障 害児 の タイ ムケ ア利用 レス バイ ト、学童 クラブ 、ホ

ームヘル プ 、行動 援護 等の居 場 所づ くりに徹 し、フ ォロー す

る中で見えてきたもの。意見表明、自己表現が出来ないので、

信頼 して理解出来るように待つ事の大切さ、焦ってはいけな

いと訴え ま した 。

養護学校関係者及び卒業生の体験談の報告レポー ト

学校生活の中で、障害児同士でい じめ、差別はあり、年度

ヽ
ヽ

A 原 田 正 男 （この街福祉会）

毎の入学時、転入時において差別というか、優越感という行

動が 見 られ 、共 同生活 を数 年継 続 して い く中で 問題 が解消 し

ていく。校外体験実習の時に、受入先現場を探すのに大変で

ある 。人 物 よ りも先 に障害 と い う言 葉 だけ で拒否 され て しま

う。 対応 を考え て頂 ける ところ が少な い。

就職 した卒業生の体験談 （A ）

数年問ホテルに勤めていたが、職場でのいじめ、仕事が遅

い とか陰 口が ひ ど く、 いた た まれな く退 職 、新た な就職 が見

つか らない とい う現実 。

体験談（B ）

い やな体 験談 は 発表 した くな い。今 日や っと分科 会 に顔を

出すことが出来た。先生がカバーされた。

［現在 （A ）（B ）両名は、 N P O 八 ヶ岳福祉農園で元気に

明 る く働 いて いる との事 です］

子 ども の権 利条 約 の4 本 柱 は勿 論の こと、 矢口的 障害 児 は意

見 表明 権が 乏 しい点 を充 分 に理解 してお く事が 重要 であ ると

思 う。体験談発表の （A ）（B ）の現実に感涙を覚え 「ありが

と う」 と感想 の述 べた 参カロ者 の 声・・ 知 的障害 児（者 ）と地 域

で暮 らす、 安心 して働 くとい う事 を どうす れば 出来 るか と考

え直す分科会であったと思います。

子ども達 と身近で遊べる場をつくろう

ー 公 園 とプ レーパ ー ク

堀 川 明 （信州はちどりねっと沸～く）

私 の子 どもの 通 う

保育園で 「遊び」の

問題 を取 り上 げてい

たことが き っかけ と

なり 「自由に遊 べる

場が欲 しいな」 とあ

ちこち探 し始め てい

たのが 1年前。勉強

のつもりで気楽な気持ちで分科会を引き受けま したが、「遊

び場 づ く り」 とい って も何 か 会 を・持 ってい る わ けで も な く、

たった一 人での 取 り組 み にな りま した 。

最 初の 問 いか けと して 「子 どもの 外遊 びが イベ ン ト化 して

ない だ ろ うか。 自然体 験型 の遊 びが あ るけれ ど、 どれ も親が

そこ の場 所 まで 連 れ て 行 か な くて は な らな い よ うな もの で

「 日 常の 遊 び」 と は違 うの では な いだ ろ うか」 が あ り、 分科

会の テー マ は 「子 ども 達の 身近 で 自由 に遊べ る遊 び場 をつ く

ろう」 中 身 は、大 人 と子 ども と一緒 にな って遊 び につ いて考

え、そ して一緒になって 「夢の遊び場」を描いてみる。そん

な企画 で スター トしま した 。

準 備 を進め て い くうち に、遊 びの こ とを話 すの に堅苦 しく

して いた らい けな いな と 「道化 にな って 司会 を しよ う」 と思

いつ き ま し7こ。 さすが に 「にわ か道 化」 なの で衣 装だ け

子どもの権利条約 第 90号・ 20 07 年 12 月 15 日号
顎



たが。 いざ 始ま って みる と誤算 ば か りで したが 、実 行委 員の

方や講師の方々に助けていただいたおかげで楽 しい時間にな

りま した。 最終 的 には とても す ば ら しい 「夢の 遊 び場」 を描

くことが でき ま した 。

当初 の企 画で は、 トー ク中心 の 時間 を考 えて い ま した が結

果的 に トー クよ り遊 び中心 の 時間 が多 くな りま した 。 しか し

参加 した皆さんの描いた 「夢の遊び場」を見ていた ら、これ

ヽ
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で良かったのかなと思えます。大人 と子 どもと一緒になって

遊んで、一緒にひとつの夢の遊び場を描 いた時間。私 自身、

権利条約 とは直接結びつかないと思 っていた分科会で した

が、「夢の遊 び場を描 く」 プロセスに権利条約の目指す大人

と子 ど もの関 係 が描 かれ てい たの かも しれ ない と今 にな って

思え ます。

アフ リカの小 さな国

－ マ ラ ウ イの村 の 子 ども た ち

斎 藤 え り か （ボランティア専門学校海外派遣員）

私 は、去 年か ら大 学を 休学 して 、 アフ リカの 小 国マ ラ ウイ

で8 ケ月 間 、N G O のも とエ イズ対策 ボラ ンテ ィアを行 って き

ました 。そ こ‾ご、私 が見 てき た貧 しい村の 子 ども たちの 生 活

や、生きる大変さを日本の子どもたちに伝えたい、知 っても

らい たい 、そ こか ら彼 らが守 られ て いる人 権 につ いて考 え て

もらいたい ことい う主 旨で この 分科会 を行 い ま した 。

み なさん は 、マ ラ ウイと い う国を 聞い て どんな イメ ー ジを

持ち ます か ？動 物 がた くさん い る、一 年 中暑 い、 な どの イ メ

ージがあ る と思 い ます 。で も実 際は 、 ゾウや キ リンな どの 動

物は国立 公 園 に しか いな く、 日常全 く見 られ ま せん 。 5 ～ 8

月あた りの：夜は、 子 どもた ちが 亡 くな って しま うほ ど寒い で

す。分科会では、参加者の方がそれぞれ抱いているアフリカ

のイメー ジ と実 態 を比 較 してみ ま した。 マラ ウイ の実 態 にみ

なさん とても驚 いて いま した。

その後、水も電気もない私の暮 らし、マラウイの教育制度、

井戸 か ら水の 入 つた重 たい バケ ツを 頭 にのせ て運 ぶ こと か ら

始まる子 どもたちの 1 日、2 0 0 0 人もの子どもがいる学校の

様子などを写真や映像を通 して紹介 し、伝統のゲームや捨て

ヽ
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られ るもの か ら工 夫

して 作 られ る 玩 具 、

学校 で使用 して いる

ノー ト、人 々が 使 っ

ている布など、実際

マラウイ か ら持 って

きたものを見て触 っ

て、遊 んでみ ま した 。

そして 、学校 に行 きた くて も働 かな けれ ばな らな い、十 分食

料や栄養を得 られない、大人になるまで生きられない子どもた

ちの現状を踏まえて、彼らの抱える問題を探っていきました。

参加者からは、「工夫された玩具 に感心 した」「同 じ道びや

歌があ る こ とに親 近 感 をも った」 とい う声 や、「映像 な ど が

たくさん あ った か らわ か りやす か った」 な どとい う子 ども た

ちの声があった一方、「具体的にどの条約なのか」など、権利

条約 に結 び付 け ても っ と深 く解 説 して ほ しか った とい う大人

の声 もあ りま した 。 こ うい った一 人 一人 の 声 を参 考 に して、

これか らも多 くの人 にマラ ウイのこ とを伝 えて いきたいです。

子ども支援力を U P する

一 受 けそ こね た大人 のための性 の学習講座

私たちは、性の健康と安全を守るカー 自尊感情を立ち上げ

る講 演 や ワー ク シ ョ ップ を 「地 域 と家 庭 と学 校」 を対 象 に、

長野県、関西、中京、関東圏で活動 している団体です。

この分科会は、0 3 年フォーラム （兵庫県川西市）での子ど

もの発言に答える試みのひとつです。

「まわ りの子た ちの代 わ りに私が 言い ます。大人 はずる い。

卑怯 だ 。子 どもが 無知 なま ま にす ごく危 険な こ とを してい る

知らん 顔 してい る。 危な い ことは危 な い って、言 つて

子どもの権利条約 第 9 0号・ 200 7年 12 月 15 日号

醍：

竹 内 未 希 代 （性教育・人権ネットワーク）

ほしい。 ふざ けた言 い方 でな く真 剣 に性の こ とを話 して ほ し

い。大 人 はタサ い し、 ウザ い し、 うっ とお しい。大人 が がん

ばって話 して も、子 どもは素 直 に聞 かな いだ ろう し、反発 す

るか も しれな い。 それ でも大 人 はあ き らめな いで語 り続 けて

ほしい。だ って大 人なん だ か ら」

これ は同 じパ ネ リス トと して 対話 した翼 さん （当 時高 校3

年生 ）の 発言 です。子 どもか らの直球 は 、ず しん ときま した 。

「 大人の責務」－ 6 条の条文がより具体性をもって立ち上が



つてき ま した 。「思春 期の 発達 を支 え る大人 を増 や そ う」。あ

れから4 年間。翼さんの発言は私の背中を押 し続けています。

参加者の感想から ① S E X に対する男性の考えかたや、お

母さん方が性教育など悩みなが ら子育て していることがわか

つてよかった。（学生）②男性と女性の身体の違い、本能的

なも の とあ とか ら書 き込 む理 性の 関係 を きちん と学習 して い

るか 、 していな い か、 これ は大変 な違 い だ。瞬 時 に行 う性 の

自己決定を左右する。（学生）③性教育でも、子どもの力を

信頼す る こと が大切 だ と改 めて 考え ま した。 自分の 子 ども だ

けで な く 、地域 の T E E N 全体 の 力 にな りたい と思 い ま した。

（ チ ャ イル ドラ イ ン 関係 者 ） ④ 性 に つ い て暖 か い 気持 ちで 、

子ど もに毎 日毎 日口 うるさ く伝 えて いき たい 。⑤ 自分 な りの

子ども との 付 き合 い方 がわ か りま した。 も う迷 い ません 。⑥

これ か らだ って遅 くない さ 。（∋第2 の誕 生 に向 か う子 ども達

の、健 気 に大 人 に 向か って成 長 して ゆ く道 筋 に じ－ ん とき ま

した （保護者）．⑧仕事のなかで思春期向けの事業だけがすっ

ぽり抜 けてい る ことに気 がつ きま した。（保健 師）

参加者 か ら X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 袈

つて今 回 は滋賀 以来 の参 カロとな り長野 や全 国の 子 ど

つて話 した い とい う強 い思 い があ りま した。 片道 4 時

間半 とい う長い 時 間の間 は どんな 子 ども がい るん だろ う とい

う期待半分不安半分を抱えていました。会場に着き中に入っ
てしば らくする と シンポ ジ ウムが 始 ま りま した 。机 に は名前 …

と一緒 にそ の人の 肩 書も書 い てあ りとて も驚 きま した 。大人 毒

しかで ないの か な ？途 中 で子 ども が出 て くるの かな ？前 半 は …

とても難 しい話 を しかも長 々 と喋 りす ぎ じやな いの かな ？期 …

待して来ていた分不満は募 ります。一緒 に来ていた小学生は 毒

飽きて 出て い って しまい ま した 。本 来 な ら子 どもが 分か る よ …

うに子ども中心に進めるべきではないのか。誰の為のシンポ …

ジウム なの か。憤 りを隠せ ずア ンケ ー ト用 紙 に沢山 の厳 しい 蔓

意見を 書き ま した。そ して ア ンケー ト内容 とは 違 う内容 で意 蔓

見を求 め られたの に溜 ま ってい た不 満 を吐 き出 しま した 。 自

分が意見 を直 接言 うとは思 って もな くそ の場 の 怒 りに まかせ …

て喋 りま した。 アンケ ー ト用紙 に記 入 した事 の答 え を話 して …

もらい たい と思い 喋 りま したが納 得 の い く答 え はも らえ ませ …

んで した 。「反 省 しな け れば な らな い 点 です 」 と説 明 を され 妻

てもなん でも っと前 か ら会場 に子 どもが い る必要 が ある と考 …

えても らえな か ったん だろ う ？結 果 不満 ば か り残 り終 わ って …

しま った事 は仕 方 がな い と自分 の中 で消 化 するの に時間 がか

かりま した。来 年の 三重 で の フ ォー ラム は も っと子 どもの 姿 妻

が見 れ子 ども主 体の フォー ラム にな って ほ しい 、そ んな風 に
乱、ます。 （川西市子どもねっと） …

】∋
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初め て、子 どもの権 利条 約 フ ォー ラム に参カロしま し

オー ラム は 2 日 間に渡 り、初 日はオ ー プニ ン クと全 体

会、二 日目が分 科 会 、 リレー トー ク 、『僕 らにだ って 、貢 い

たい ことが ある』 とい う内容 で した 。

オ‾プニングでは、迫力ある太鼓演奏と子どもたちによる 妻

ミュー ジカル で楽 しま せて いただ き ま した。 どち らも 素晴 ら …

しいステ ー ジで した。初 日はそれ 以 降、舞 台 の上 で子 ども の ！

姿をみる こ とがで きず 、少 し残念 で した 。 しか し、C H U K O 至

らん どチ ノチ ノ とい う施設 に関 する お話 を聞 き、 子 どもの 居 蔓

場所 が保障 され ている こ とを知 り、とて も嬉 しか ったで す。

二 日目の分科会では 「子ども達の身近で自由に遊べる場を …

つくろ うー公 園 とプ レーパ ー ク」 とい うテー マで 、大 人 と子 …

どもが一緒 に、 F夢の公園』の絵を描きました。子どものた …

めの 公 園を考 えて いた の に、子 ども か ら 「大 人 も遊べ る よ う 毒

に」 と い う意 見 が出た ことに驚 き ま した。 完成 した公 園 は本

当に楽 しそ うな 、夢の よ うな公 園で した。

最 後 の 、『僕 らに だ って言 い た い こ とがあ る 』で は 、子 ど

も委 員 が中心 にな り、子 ども か ら大 人へ 、 メ ッセー ジを伝 え

ました 。「こん な大 人 が好 き 」、「こん な事 は嫌 だ」 とい った

内容 で 、途中 、 目頭が 熱 くな る場面 もあ りま した 。 どん な に

小さな意見でも、世界中の子どもたちが安心 して生き られる

ように、大切 に しな ければ いけな い と思 い ます。

僕 は 、この フ ォー ラム を通 して 、新 しい人 々 と出会い 、た

くさ んの ことを学 び ま した。これ か らの 自分の 活動 に活か し、

日本 が子 どもの 権 利を守 る こ とで有 名な 国 にな る よう広 めて

いきた い と思い ます。

諏 訪も 、 これを き っか けに少 しず つで も、子 ど もの声 が大

きくな って い くで しょう。 （川崎市子 ども会議 サポー ター ）

だった私 に と って 、 この 権利 条約 フォー ラムは とて

のあるもので、机上と現場の差を再認識させ られる意

義のあるものだった。印象に残 ったのは二つ。一つは初日の

シンポ ジウム での おとな の進 行 に、子 ど も参加 では諏 訪 よ り

進ん でい る地域 の子 ど もか ら、 お とな中心 の フ ォー ラムで は

ない か とい う指 摘 があ った場 面 。い るべ き場所 でや るべ きこ

とを させた いお とな の姿 が露 呈 され たと 同時 に、子 どもの権

利尊重の本質に対する認識の甘さが見え隠れ した。条約を根

付かせ る こと は一朝 一 夕で でき るもの で はな く、権利 の意識

は体感 す るこ とで しか本 質的 理解 はな かな かえ られな い。 し

かし、圧巻 は二 つ 目。二 日 目、実 行委 員が会 場 か らの 意見 が

出な い中、 自 らの 奮 闘 によ りわず かだ が会場 にいた子 ども達

が参カロしよう と変 わ って きた 姿。 初 日と比 べる とた った一 日

で随分 た くま しくな った 実行 委員 の子 ども 達 にも賞賛 した い

が、あ の状 況で救 い の手 を伸 ばす こ とを しなか った おとな側

の成 長 が一 番の収 穫 であ ろ う。 フ ィナ ー レは大 きな感 動で終

わったが、初日に別の地域の子どもか ら出た指摘、それを素

直に吸 収 し条約 に必 死で 向 き合お うと した諏 訪 の人々 があ っ

て生まれた感動といえる。諏訪発展の起爆剤に他地域の子ど

もの力 が生 きた と考 え ると全 国 フ ォー ラム と して大成 功 と言

え、 また スター トを切 った諏 訪の 条約 普及 は前 途多難 か も し

れな いが 、き っと うま くい くと思 わせ る力 を感 じさ せもの が

あった。 （早稲田大学学生）
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■■■＃ 命令 令 も 尊 書 ゆ 身 分

一長野の亨 どもの思いと“試験の壁，，

長野 の子 どもたちは どこに ？

“みん なで シ ンポジ ウム 「こん な まち に住み た い」竹 が開催

された。茅野市に中高生の居場所と して設置された 「 C H U

K O らん どチ ノチ ノ」 の 設立 の プ ロセ ス が紹 介 され て いた 。

そのなかで、当時高校生と して建設から携わ り、初代運営委

員長 を つ とめた 若 者が こう発 言 した 。「これ まで 茅野 市 に住

んで いる とい う実感 はな か ったが 、チ ノ チノの 運 営に参 加 し

たことで “自分 た ちの まち “と い う気 持 ちが うま れ、 いつ か

は戻 って来 たい まち と思 える よ うにな った」 と。

た だ、残 念な ことに 、フ ォー ラム実 行 委員 の子 ども を除 く

と現役の子 どもたちの参加がなか ったことは残念であ った。

長野 の子 ども と交 流を楽 しみ に して いた川 西 や川 崎の子 ども

や若 者 か ら、子 どもの参 カロがな い こと につい て批 判が相 次 い

だが、地元の事情としては、運悪 く二 日後 に県立高校の一斉

の試験があり、試験優先で参加できなか ったようだ。実行委

員会 の子 ども も 、一 日目の夜 に、参加 した学生 が “にわ か家

庭教師 “にな り、試験勉強。さすが 「教育県ながの」を垣間

見た思いであった。

今 回は、他地域の子どもとの交流がほとんどできなかった

ことは とて も残念 で はある が 、二 日 目の 午後 に 、子 ども実 行

委鼻企画 で「僕 らにだ って、言 い たい こ とがあ る」の 中で 、い

じめを受 けた子 ども か ら苦 しい胸 の うちが打 ち明 け られ た。

いじめ をお となだけで議論 しないで ！

「わた しがい じめ られ てい る こと につい て相 談す る と、お

とな はす ぐ解決 しよ う と動 こう とする 。そ れは あ りがた いけ

れどやめて ほ しい。 わた しは そんな ことを 望ん でい ない 。話

すことで気 持ち を楽 に した いだ けです 。先 生 がい じめ た子 を

指導 した り、話 し合 いを も った りす るけれ ど 、か え ってい じ

喜 多 明 人 （早稲田大学教授）

めが ひど くなる だけ 。」

「い じめを 受 けて不 登校 を した とき に、 まわ りのお とな が

理角写して くれ な くて つ らか った 。 おと うさん 、お かあ さん も

理解 して くれ な くて若 しか った 。最 近お かあ さん が理 解 して

くれ るよ うにな り、わ た しにも笑 いが もど った。」

「分科会 でい じめ につ いて話 し合 った が、子 どもたち がいる

のに、子 どもはそ っちの けでおとなだ けで議論 していた。 い じ

めは子どもの問題なのだから子どもの意見も聞いてほ しい。」

これ らの 発 言 を受 け て 、会場 か らは、「き ょうは 、皆 さん

の気 持ち を聞 くことが 出来 て 、ほん と うに来 てよ か った と思

います」 と涙 ぐむお母 さん の発 言 も。た だ し、当の 子 どもた

ちか ら 「学校 で この フ ォー ラム の チラ シを配 布す る ことを断

られた」と不満も出た。この子 どもたちの思いを学校の先生

が聞 いて くれな か った ことは とても残念 。

最後 の 全 体 会 で は参 加 した子 ど もの 「言 い た い こ と」 を発 表

フィナ ー レは会 場 に い る子 ど もた ち全 員 が ス テ ー ジに あ が り、

フォー ラ ム成 功 を祝 う

豊田市子ども条例
大 村 恵（愛知教育大学）

2 0 0 7 年 1 0 月 1 日、豊 田市 議会 において 、全会一 致で

「 豊田市子 ども条例」 が可決成 立 しま した。豊 田市で は、

2 0 0 5 年 2 月に策定された次世代育成支援行動計画 （とよた

醍…三； イル ブラ ン） にお いて 、「（仮 称 ） とよた子 ど も集

権利条約 第 90 号・20 07年 12 月 15 日号

例の制定」が重点事業と して位置づけられま した。次世代育

成支援対策推進法が2 0 1 5 年までの時限立法 であるのに対

し、自治体として継続的で体系的な子 ども施策の指針を制度

化する こ とが求 め られ たた めで す 。2 0 0 5 年 9 月 に次世 代育



成支援推進協議会の専門部会として子ども条例検討部会が設

置され、 10 名 （2 0 0 7 年6 月に弁護士を加えた 1 1名）の委

員が意識調査の検討や ヒアリング等を重ねて条例の検討作業

を進 め ま した。

同時に、2 0 0 5 年 1 1 月には 「子ども条例検討部会・子 ど

も委員」が公募され、追加応募 と合わせて4 0 人の中高生が

集ま りま した 。子 ども委 員 は 1 2 月 よ りワー ク シ ョップ を開

始し、2 0 0 6 年 7 ～8 月 に は豊E日市 内全2 6 中学校 区 にお いて

地域子 ども会議を主催 して計 4 7 0 名の子どもと議論 し、それ

をも とに 1 0 月 にと よた子 ども 市議 会 を 開催 して市 長・ 教 育

長をは じめ とす る市担 当者 との意 見交換 を行 い ま した。

これ らの議 論 と 2 回のパ ブ リ ック コメン トを踏 まえ て条 例

案の起草作業を進め、 2 0 0 7 年 3 月には素案を公表 してパブ

リック コメ ン トを 実施 し、 6 ～7 月 に全 2 6 中学校 区 で 「子 ど

もにや さ しい まち づ く り懇 談会 」 を開催 して修正 案 を中心 と

した子ども施策についての意見交換を行 って条例案の検討を

重ね ま した 。

豊田市子 ども条例は、前文と全 3 0 条および附則によって

構成され、いわゆる子どもの権利の総合条例と しての性格を

持っています。その特徴の一つは、子ども委員からの 「大人

から して も らう こと 、守 って も らう ことだ け じやな く、子 ど

もが や らな くち やい け ない こと を入 れた い」「子 ども が主 語

の条例 に して ほ しい」 と い う意 見 を取 り入れ 、特 に 「子 ども

の権利と責任 （第 4 条）」において、自分の権利を大切にする

よう努め なけ れば な らない こ と、他 者の 権利 を尊 重す るよ う

努め る こと、 お耳 いの権 利 を尊 重 し合 うこ とが できる 力を身

に付 ける ため に必要 な 支援 を受 ける こ とがで きる こ とを定め

ている こ とです。

また、保護者や子 どもの育ち学ぶ施設の職員への支援、子

ども に やさ しい まち づ く りの ため の 「子 ど も会 議」 の 設置 、

権利の侵害に対する救済と回復のための 「子どもの権利擁護

委員」の設置、総合的かつ計画的に進めるための 「子ども総

合計 画 」 の策 定 、「子 ど も にや さ しい ま ちづ く り推進 会 議」

の設置および子 ども会議代表者の参加などを定めています。

2 0 0 8 年には条例に基づいて 「子どもの権利相談室」の開設

が予定されています。

小金井市

条例提案を渋る市長に陳情採択へ

林

1 2 月 1 0 日の小金井市議会厚生文教委員会に、子どもの権

利条例の答申が 1年 8 ケ月も経ちなが ら議会 に提案されない

理由 と、 1年 以 上も パ ブ リ ックコ メン トに対す る市 の見 解 が

示されない理由、「子どもの責務・責任」 についての調査研

究を していれ ばそ の 内容 を明 らか にする こ とを求 める 陳情 を

提出 し、審 議が行 われ ま した。

稲葉・小金井市長は、これまで 「子 どもにも責務が必要で

ある」「自分 の 考え が 答 申 に反 映さ れ てい な い」 と して き ま

したので、責務や市長の考え方について具体的な答弁を求め

倫子 ／ 片 山 薫 （つくろう ！子どもの権利条例の会）

ま した が、相 変わ らず具 体的な 考え方 は 出され ません で した。

一部の議員にも 「子どもの権利条約」や 「小金井市子どもの

権利条例 （案）」についての見識の浅さが見受けられました。

そ れで も 、子 どもが 関 わ った 前文 部 分 につ いて は 、「よ く

できて いる 。変 える つも りは ない」 との 市長 答弁 があ ったの

で、前文の内容と、市長が入れたがっている「子どもの責務」

や「い じめ 防止規 定」 との整合 性 な どに注 目 しな が ら、今後

の推 移 を見守 りた いと思 います 。

妙その他の 自治 体の最新動 向 妙妙軒軒

【 今年制定された条例】

○岐阜県 「安心 して子 どもを生み育てることができる岐阜県づ くり

条例」（3 月2 0 日施行）

○愛知県「少子化対策推進条例」（4 月 1 日施行）

○佐賀県佐賀市「未来を託す子 どもを育むための大人の役割に関す

る条例」（9 月全会一致可決）

○神奈川県 「子ども・子育て支援推進条例」（10 月 1日施行）

○山口県 「子育ての文化の創造のための子育て支援・ 少子化対策の

推進に関する条例」（10 月 1 日施行）

○愛知県豊田市「子ども条例」（10 月 1 日原案可決）

○大阪府大乗市「子ども基本条例」（10 月 1 日施行）

○熊本県「子ども輝き条例」（10 月3 日施行）

【 今年度内に制定の動き】

○和歌山県 「子どもを虐待か ら守る条例 （仮称）」（2 0 0 8 年2 月議

会提案予定）

○長崎県「子ども条例 （仮称）」（検討委員会開催中、当初2 0 0 8 年

4 月施行を目指すが延期へ）

○愛知県名古屋市 「子ども条例」（1 1月2 1 日検討会が提言提出）

○東京都国分寺市 「子どもの権利に関する条例」（8 月3 1日に市民

ワー ク シ ョップが報告 書提 出）

○新潟県上越市 「子 どもの権利に関する条例」（1 1月 3 0 日に条例

検討委員会が最終報告書提出）

（編集部）

子どもの権利条約 第 9 0号・ 200 7年 12 月 15 日号 ∠』
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1 0 月 2 7 日 （土 ）、 早稲 田大学 にて 、 フ ァシ リテ 一 夕一 入 門 ワー

クシ ョップ 2 0 0 7 を開催 しました。 1 0 代～ 7 0 代の幅広い年齢層の

7 名 が参加 し、子 ど もの権 利 に つい て深 め る と とも に、子 ども参 カロ

の意義やファシリテ一夕ーの役割について、参加者同士で意見交換

を行い ま した 。

生憎の大雨の中集まった参カロ者 と、まずは自己紹介。呼ばれたい

名前・主な活動・活動上の悩み・セミナーヘの期待をそれぞれ紹介

し合いま した。大学生、親子支援に従事 している人、ガールスカウ

ト、母 子生 活支 援 に関 わ ってい る人 、実 際 にフ ァ シ リテ 一 夕ー を行

つている人、高校の先生など、参加者の活動領域は様々で した。も

つとお互 いを 知 るた め、 ア クテ ィビテ ィ 「部屋 の 4 隅 」 も行 い ま し

た。このアクティビティは、質問者が一つの質問に対 して、部屋の

4 隅に質問の答えを割 り振 り、参加者は4 つの回答のうち、自分の

考えと一番近い場所に移動するものです。「子ども参加 って必要だ

と思 う ？」 と い う問い には 、参 加者 そ れぞ れが 、 自 らの 活動 の 中で

感じている葛藤や、希望、目標に絡めて様々なお話を してください

ました。 参カロ者 がそ う多 くもな か った ので 、 自己 紹介 も 「部 屋の 4

隅」 も、 一人 ひ と りゆ っく りとお話 を聴 くこ とがで き 、場 の雰 囲気 蔓

が和んだところで、「子ども参加」 に必要な視点をみんなで考えて …

みる こと にな りま した 。

アクティビテ ィ「この子の願い」を通 し、子どもの権利の 4 つの 蔓

柱「生存」「発達」「保護」「参加」について学び、「子ども」 に向き 妻

合う際 に心が け る こと、 子 ども 自身の 声 を聞 く ことの大 切 さ tこつい …

て意見を出 し合いま した。その後、権利とは特別なものでも難 しい …

もの でも な く、R ig h t＝当た り前の ことであ り、 子 どもだ けで な く、

私た ち お とな に と って も必 要 なも ので ある と説 明 があ りま した 。 ま 至

た、子どもの権利条約の出来た背景、「子ども参加のは しご」など

の紹介があ り、午前中が終了 しました。

午後は、お昼を食べてのんびりしていたので、まずはアイスプレ

イキ ン グで ウ ォー ム ア ップ 。「見 えな い キ ャ ッチ ボール 」、「ヒ ュー

マン チ ェー ン」、「ウ オーキ ング」 につ いて 、そ れぞ れの バ リエー シ

ョン、どんな場面で使えるかが紹介されました。また、参加者か ら、

権利 に結び つけた アイ スプ レイキ ング を、とい う リクエス トもあ り、

「 シールで仲間づくり」「一番 0 0 な人」などが紹介されま した。紹

介されたアイスプレイキングを実際に体験 し、参加者の中には、持

ち帰 ってや って みよ う、 と言 って いる方 もい らっ しゃい ま した 。

十分 にウオームア ップが済んだところで、午前中の問いでもあ っ

た、「子ども参加 って必要 ？」について、なぜ子ども参加が必要だ

と思 うか 、子 ど も参カロに よ つて子 ども に身 につ けて も らいた い力 ・

伸ば した い力 と は何 か、 フ ァシ リテ一 夕ー と してで き る こと・ 必 要

な力とは何か、そのために自分は何ができるのか、について、4 人

のグループで意見≡交換を行いました。活動領域も年代も違ったメン

バーで話す機会がそう多くないせいか、それぞれが、それぞれの意

見を 新鮮 に受 け止 め てい るよ うで した 。子 ども 参加 の メ リッ ト・ デ

メリ ッ トも 出 し合 わ れ、子 ど も参カロの フ ァシ リテ一 夕ー の役 割 はデ

メリ ッ トを減 ら して 、メ リッ トを増 や して い くこ とで はない か、 と

の意見も出されました。

時 間い っぱい意 見交 換 がな され 、ふ りか え りと まとめ を し、質 問

を受 け 、今 回の フ ァシ リテ一 夕一入 門 ワー クシ ョップ2 0 0 7 は終了

しま した。

参加者からは、様々な現場・団体の人 と交流できてよかった、新

しいことを学べたとい う声が寄せ られました。（運営委員 長谷部）
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＜ お知 らせ ＞ ＝ ユー ス レタ ー バ ック ナ ン バー ウ ェブ サ イ トに ア ップ し ま した

ニ ュー ス レタ ー 「子 ど も の 権 利 条 約 」 バ ック ナ ン バ ー を ウ ェ ブ サ イ トに 3 年 前 の

トb 7 7 （2 0 0 4 年 1 2 月2 0 日）ま で ア ップ しま した。創 刊 した 1 9 9 1年 か らの 条約 と子

どもの権利に関する国内外の動向が誌面から蘇 ってきます。 P D Fファイルでダウンロー

ドでき るので ご活用 くだ さい。

http：／／W W W ．nC「C ．jp／a「c hive s／n ew stette r／

＜ 縮集 後苦己＞ 私 は最 近 、「N P O 芸 術家 と子 どもたち」 が コー デ ィネー トす る 「子 ども

のアー トワーク シ ョップ」 に関 わ って い る。 アー トの鑑 賞で はな く、ア ーテ ィス トと子

どもが 出会 う ワー クシ ョップで ある 。ダ ンサー 、美 術家 、ミ ュー ジシ ャン …アー テ ィス

トた ちは 、必 ず しも “子 ども好 き【 で はな い 。そ して 子 ども に 「何 かを して あげ よ う」

とは 、ほ とん ど思 って いな いよ うだ 。アー テ ィス ト自身 が、 その 出会 いを楽 しみ 、そ こ

でアー トを創 り出 して い くのだ 。だ か ら、子 どもた ち は、答 えを求 め られな い 自由な空

気の 中で 、 自 ら参加 し、 創作 し、表 現 して い くこ とが で きる 。子 ども とア ー テ ィス ト

（おとな）の向き合い方がおも しろい。気負いも遠慮もい らないと居心地が良いのだ。

アー トワークショップで知り合った、ある現代美術家は「もちつもたれつ」の関係を

大切にしていた。年齢や立場や感性の違うことが当たり前で、そんな様々な人々が、自

分ら しく、「創 ってい く楽 しみ 」 を共 有 しな が ら、つ な が ってい く。私 は す てき なパ ー

トナー シ ップだ と思 う。な がの フ ォー ラ ム実行 委鼻 の子 ども とお とな が、 フ ォー ラム を

準備 しな が ら「と にか く、楽 しく り を合 言 葉 に して いたの は 、そ うい うことだ った の

だろ う （N ．K ）
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